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町発展への功績をたたえ
自治功労者を表彰

町発展への功績をたたえ
自治功労者を表彰

　永年にわたり、町政の発展、教育・文化の振興等で多大な功績を残された
方々をたたえる、自治功労者表彰式が11月４日、役場正庁で行われました。
　今年は、功労賞を７名の方々が受賞されました。

受賞者（敬称略）（50音順）

　功　労　賞
○８年以上教育長の職にあった方…………………………
○12年以上教育委員会委員の職にあった方………………
○20年以上国又は県からの委嘱による非常勤の
　特別職にあって功績があったと認められる方…………

○20年以上町職員として勤務し、成績優れ功績が
　あったと認められる年齢50歳以上の方…………………

篠 原 　 義 明
小 倉 　 武 　

小 林 　 悦 子
綱 島 　 康 博

佐 藤 　 啓 子
関 口 　 和 義

  
田 中 　 正 雄

しの　はら　　　　よし　あき

　お　　ぐら　　　　たけし

　こ　ばやし　　　　えつ 　こ

つな　しま　　　　やす　ひろ

　さ　 とう　　　　けい　　こ

せき　ぐち　　　　かず　よし

　　　         せきぐち　　さち こ

　た　 なか　　　　まさ　 お
（代理・関口　幸子）
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審査結果は、次のとおりです。

◎中央審査（第３次審査）財団法人明るい選挙推進協会会長・都道府県選挙管理委員会連合会会長賞
　谷口　創一（睦小５年）

◎県審査（第２次審査）入賞
　優秀賞　鈴木　春香（壬生小４年） 

　入　選　杉田紗和子（睦小６年）

　　　　　森田有加里（壬生北小６年）

　　　　　伊藤　彩貴（安塚小５年）

　　　　　佐藤美帆奈（壬生中１年）   　　　　

　　　　　鈴木せいあ（壬生中２年）

　　　　　谷高　美咲（壬生中３年）

　　　　　青木　文香（南犬飼中３年）

　佳作　　金子　詩月（壬生東小２年）

　　　　　武藤　悠加（壬生東小５年）

　　　　　臼井　悠記（南犬飼中１年）

すず き　　 はる か

すぎ た　さ　わ　こ

もり た　ゆ　か　り

  い とう　　さ　き

  さ とう み　ほ　な

すず き  

たにたか　　 み さき

あお き　　 ふみ か

かね こ　　　し づき

  む とう　　 ゆ　か

うす い　　 ゆう き

みやした に　い　な

かん の　ゆ　き　か

くめかわ　 なぎさ

おおぜき　　こうへい

いしかわ　　たい ち

あさ い　ま　ゆ　み

すず き 　　なる み

しもざわ　　ゆう き

いい の　　 こうへい

かわしま　　その こ

　の　ろ　　 とも こ

うえはら　　かず き

かん だ　　　かすみ

◎町審査（第１次審査）入選

　宮下仁衣奈（壬生小２年）　　石川　泰地（壬生小５年）

　管野結貴樺（壬生小５年）　　浅井真由弥（壬生中１年）

　粂川　　　（壬生中１年）　　鈴木　成美（壬生中３年）

　大関　浩平（南犬飼中１年）　下澤　優紀（南犬飼中１年）

◎下都賀郡町村選挙管理委員会連合会入選
　飯野　航平（壬生東小５年）　上原　和樹（壬生東小６年）

　川島　苑子（壬生中２年）　　神田　佳澄（南犬飼中１年）

　野呂　友子（南犬飼中１年）

　明るい選挙の啓発運動の一助とするため、全国の児童生徒を対象とした「第６１回明るい選挙啓発
ポスターコンクール」が行われました。
　県内の小・中・高生から、総数２，５２９点の作品が寄せられ、第１次審査（市町村単位）を通過した、
５９８点が第２次審査（県）に出品されました。
　本町においても１６３点にのぼる作品の応募があり、その中から優秀作品として第２次審査推薦作品
２０点、下都賀郡町村選挙管理委員会連合会入選作品５点が選ばれました。
　第２次審査の結果、本町では谷口創一さん（睦小５年）、鈴木春香さん（壬生小４年）の作品が優秀賞
に輝いたほか、入選に７点、佳作に３点が選ばれ、合計１２点が入賞するすばらしい成績を上げました。
　更に、谷口創一さんの作品は、第３次審査にて、財団法人明るい選挙推進協会会長・都道府県選挙
管理委員会連合会会長賞も受賞する快挙を成し遂げました。

壬生小４年

鈴木　春香
睦小５年

谷口　創一

平成21年度明るい選挙啓発ポスターコンクール

中央審査（第３次審査）で谷口創一さんが受賞
県審査（第２次審査）で鈴木春香さんが優秀賞受賞

たにぐち　　そういち

たにぐち　　そういち すず き　　 はる か
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第
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団
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ひとり暮らし高齢者及び高齢者のみ世帯の方が、
日常生活を営む上で不便な、家の周りの手入れ
や除草等をシルバー人材センターに委託し、そ
の費用の一部を町が援助します。

軽度生活援助事業

ひとり暮らしまたは高齢者のみ世帯等の方や身
体障がい者の方で食事の調理が困難な方を定期
的に訪問し、栄養バランスのとれた昼食を提供
するとともに、配達の際に声かけをするなどの
交流を持つことにより安否確認を行います。

　町では、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の方に
対して、介護予防・生活支援等の各種事業を提供していま
す。概要は次のとおりです。

配食サービス事業

下肢が不自由で、一般の公共交通機関の利用が
困難なため、病院などへの通院が不自由な、ひ
とり暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯の方に
対し、タクシーの「利用券」を交付し、外出の
支援を行います。

外出支援サービス事業

介護保険が適用にならないひとり暮
らし高齢者及び高齢者のみ世帯の方で、
日常生活を営むうえで介助
が必要な方にホームヘルパ
ーを派遣し調理・洗濯・掃除・
買い物等の家事援助、外出時
の付添等の援助をします。

緊急事態に機敏に行動することが困難な、ひと
り暮らし高齢者及び高齢者のみ世帯の方に安否
確認及び緊急時の連絡に、ボタンを押すだけで
受信センターに連絡できる、便利な通報システ
ム等を貸与します。

介護保険で「要介護１～５」に認定された方で、
在宅で紙おむつを使用している方に、紙おむつ
を購入できる「給付券」を支給します。

紙おむつ給付事業

安否確認及び緊急通報
システム等貸与事業

介護保険が適用にならない高齢者の方に、老人
保健施設への通所により「入浴サービス」・「健
康チェック」・「送迎サービス」等のサービス
を提供し、心身機能の維持向上並びに家族の負
担の軽減を図ります。

日帰り介護
（デイサービス）事業

寝具の衛生管理が困難な概ね６５歳以上のひと
り暮らし及び高齢者世帯の方等に寝具の洗濯及
び乾燥消毒を年２回程度提供します。

寝具洗濯乾燥消毒事業

軽度生活援助事業

配食サービス事業
外出支援サービス事業

紙おむつ給付事業

安否確認及び緊急通報
システム等貸与事業

日帰り介護
（デイサービス）事業

寝具洗濯乾燥消毒事業

生活支援ホームヘルプ事業生活支援ホームヘルプ事業
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◆ときめき未来倶楽部事業　◆火災警報器設置費助成事業　◆家族介護教室
◆高齢者家庭介護者助成事業　◆老人保護措置事業

以下の事業も実施しております。

詳しくは、●町健康福祉課    　８１-1830
へおたずねください。（いずれも町健康福祉課への申請が必要です。）

町健康福祉課（　81-1830）までお問い合わせください。

通所可能な概ね65歳以上の高齢者の方を対象に、趣味活動や
健康維持のための運動や楽しい遊びを通して、生きがいを持っ
ていただく場を提供し、閉じこもりを予防するお手伝いをします。

生きがい活動支援通所事業生きがい活動支援通所事業（いきいきサロン）（いきいきサロン）生きがい活動支援通所事業（いきいきサロン）

歌を歌おう
レクリエーションスポーツ
健康教室
うどん・そば打ち
松のミニ盆栽作り
頭の体操

主な活動内容

花見（東雲公園）

皆
で
食
べ
る
う
ど
ん
・

そ
ば
の
味
は
最
高
！

童
心
に
返
っ
て

“か
わ
い
い
か
く
れ
ん
ぼ
”を
歌
う 「う～ん、何処から見ても本物！」出来映えに満足

皆さんとても元気にズンドコ体操を
発表しました。

スポーツレクリエーション

コ
ン
ト
ロ
ー
ル・

ア
タ
ッ
ク
に
挑
戦
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国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付額証明等について

☆社会保険に加入された方へ☆

　現在、職場の社会保険に加入し、職場から保険証が交付されているのに、
町の国民健康保険証も交付されている方は、国民健康保険の喪失の手続き
がされていませんので、下記のものを持参し、役場町民生活課窓口もしく
は各出張所において、速やかに国民健康保険の喪失手続きをしてください。

～支払う必要のない国民健康保険税を支払っていませんか？～

　確定申告をされる場合、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の領収書は、社
会保険料控除の控除額を確認するための大切な資料となりますので、紛失しないようにしてくだ
さい。
　口座振替で納付されている方は、１月下旬に控除の証明となる口座振替済通知書を送付する予
定です。また、口座振替で一括納付された方は、本年８月末に送付しております。
　領収書等を紛失された場合は、納付額証明書を発行いたしますので、運転免許証等の本人確認
ができる書類をお持ちのうえ、町税務課収税係までお越しください。
　また、年金から国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料を天引きされている方に
ついては、社会保険庁より送付される年金の源泉徴収票の社会保険料の欄に納付額が記載されて
いますので、参照してください。
（源泉徴収票は、確定申告等で必要となりますので紛失しないようにしてください。）

　国民健康保険に加入していた方が、職場の社会保険に加入された場合、１４日以内に町役場に
国民健康保険の喪失の届出をしていただくことになっております。（自動的に国民健康保険の資
格は喪失しません）
　喪失の届出をしていただかない限り、職場の社会保険と町の国民健康保険に二重に加入するこ
とになり、社会保険の保険料を支払いながら、二重に国民健康保険税も支払わなければならず、
本来なら支払う必要のない国民健康保険税がいつまでも課税され続けることになってしまいます。

★社会保険に加入した場合や他市区町村へ転出した場合等、本来なら壬生町国民健
　康保険の資格がないのにもかかわらず、医療機関等で壬生町国民健康保険証を使
　用することは絶対にしないでください。
★社会保険を喪失した場合にも、速やかに国民健康保険加入の手続きをしてください。

ご持参いただくもの ①加入した社会保険証　②国民健康保険証　③印鑑

◎問合せ先　●町総務部税務課収税係　　　81－1816

◎問合せ先　●町民生部保険環境課国保医療係　　　81－1836
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「日本年金機構」が来年1月1日からスタート！
～社会保険庁が廃止され、新たに「日本年金機構」がスタートします。～

　現在あるお近くの社会保険事務所は、新たに「年金事務所」と名称が変わりますが、年金相
談などの窓口として引き続きご利用いただけます。また、「年金事務所」は、現在ある社会保
険事務所の建物をそのまま使用しますので、所在地に変更はありません。

　日本年金機構は、社会保険庁から公的年金の運営業務を引き継いで行うこととなりますが、
公的年金制度は、国の制度として、その財政や運営に国が引き続き責任を持つことについては、
これまでと変わりません。

　日本年金機構の設立に伴い、これまで社会保険庁や社会保険事務所の名義でご案内していた
各種の関係書類は、内容により、今後は厚生労働省または日本年金機構の名義でご案内させて
いただくことになりますが、国民の皆様方に何らかの手続をしていただくことは一切ございま
せんので、ご安心ください。

問合せ先　●栃木社会保険事務所　年金業務課　　２２－６０７４
　　　　　　　　　　　（平成22年1月1日、年金事務所に変更となります）

　　　　　●町民生部保険環境課国民年金係　　　８１－１８２７

☆平成21年4月から厚生年金・国民年金に加入している方にねんきん定期便が
　誕生月に送付されています。

『ねんきん定期便専用ダイヤル』　　0570－058－555
※一部のIP電話及びPHSからは「03ー6700ー1144」にお電話ください。
※このダイヤルでは、「ねんきん特別便」に関するお問い合わせについてもお受けいたします。

受付時間 月～金曜日　午前9:00～午後8:00
第２土曜日　午前9:00～午後5:00

(なお、祝日、12月29日～1月3日はご利用いただけません。)

社会保険庁 廃止

日本年金機構

平成22年1月1日

厚生労働省

公的年金の運営業務

公的年金の
財政責任・運営責任

ねんきん定期便に関するご質問・お問い合わせ先

　国民の皆様の信頼に応え、一層のサービス向上の実現を目指し、社会保険庁は
組織・人員を一新し、「日本年金機構」として生まれ変わります。

にっ  ぽ ん  ね ん  き ん  き   こ う



住宅用太陽光発電システム設置に
補助金がでます
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問合せ先　●国の補助制度について　太陽光発電普及拡大センター（Ｊ－ＰＥＣ）　　043－239－6200
　　　　　●県の補助制度について　財団法人　栃木県環境技術協会　　　　028－673－9101
　　　　　●町の補助制度について　町民生部保険環境課環境保全係　　　　81－1834

住宅用太陽光発電システム設置に
補助金がでます

住宅用太陽光発電システム設置に
補助金がでます

住宅用太陽光発電システム設置に
補助金がでます

　町では、地球温暖化防止対策として、低炭素社会づくりによる環境保全を推進するために、
環境への負荷の少ないクリーンエネルギーの普及促進に取り組んでいます。
　その一環として、平成21年10月から住宅用太陽光発電システム（以下「システム」という。）
を設置する町民のみなさんへの補助事業を開始しました。
　住宅用太陽光発電システム設置補助金の申請については次のとおりです。

①自ら居住する町内の住宅に未使用であるシステムを設置しようとする方、又は未使
　用であるシステムが設置されている住宅を購入しようとする方
②壬生町内に住所を有しているか、これから住所を定めようとしている方
③電力会社とシステムに係る電力受給契約及び余剰電力の販売契約を締結することが
　できる方
④申請者を含めた世帯全員が町税等を滞納していないこと

出力１キロワットあたり７万円とし、４キロワット、２８万円を上限とします。

　システムの設置工事をする前に補助金の交付申請をしてください。交付決定の前に
工事に着手しますと補助金の交付対象とはなりませんので注意してください。
　未使用であるシステムが設置されている住宅を購入する場合は、使用を開始する前
に申請してください。

　補助金の交付申請書に次の書類を添えて申請してください。
　（添付書類）
１．システムの設置に係る工事期間が明記されている工事請負契約書の写し又は家屋
　　の売買契約書の写し
２．システムの形状、規格及び最大出力等を確認できる書類の写し
３．システムの設置予定場所の写真
４．新築等の住宅において補助を受けようとするときは、建築確認済書の写し
※その他、個別の状況に応じて上記以外の書類の添付を求める場合があります。

　工事が完了し、電力会社とシステムに係る電力受給契約及び余剰電力の販売契約を
締結しましたら、３０日以内に実績報告書と補助金交付請求書を提出してください。

　町の太陽光発電補助制度は、国・県の補助制度との併用が可能です。
補助制度は、国・県・町で補助基準や取扱が違いますので、各機関に直接、お問い合
わせください。補助予定件数や受付期間も違いますので、事前にご確認ください。
　県の補助制度は、太陽光発電システムと高効率給湯器を同時期に設置する方が対象
となっています。

その他の補助制度

実績報告書の提出

補助金の交付申請

申請の時期

補 助 金 額

対　象　者
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ミ
バ
ル
、
今
日
は
壬
生
町
の
「
行
政

評
価
」
に
つ
い
て
話
を
し
よ
う
。

何
か
難
し
そ
う
…

パ
パ
「
行
政
評
価
」
っ
て
な
ぁ
に
？

一
般
的
に
は
政
策
・
施
策
・
事
務
事

業
に
つ
い
て
客
観
的
な
指
標
を
用
い
て
、

仕
事
の
有
効
性
や
効
率
性
等
を
評
価

す
る
手
法
の
こ
と
を
言
う
ん
だ
よ
。

ち
な
み
に
壬
生
町
で
は
事
務
事
業
を

評
価
し
て
い
る
ん
だ
。

壬
生
町
で
は
ど
ん
な
取
り
組
み
を
し

て
い
る
の
か
も
っ
と
教
え
て
よ
。

壬
生
町
は
今
「
壬
生
町
第
５
次
総
合

振
興
計
画
」
と
い
う
計
画
に
基
づ
い

て
平
成
18
年
度
か
ら
平
成
27
年
度
ま

で
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
る
ん
だ
。

う
わ
ー
っ
、
な
ん
か
難
し
そ
う
な
名

前
の
計
画
だ
な
ぁ
。

そ
う
だ
ね
。
ミ
バ
ル
も
夏
休
み
の
宿

題
を
や
る
前
に
い
つ
ま
で
に
何
を
や

る
っ
て
計
画
を
立
て
る
だ
ろ
？
宿
題

も
い
ろ
い
ろ
あ
る
の
と
一
緒
で
町
も

福
祉
や
教
育
等
い
ろ
い
ろ
な
分
野
の

事
業
を
進
め
て
い
る
ん
だ
よ
。
そ
れ

を
分
野
ご
と
に
ま
と
め
た
も
の
が
こ

の
計
画
書
な
ん
だ
よ
。

パ
パ
、
そ
の
計
画
と
「
行
政
評
価
」

っ
て
何
か
関
係
が
あ
る
の
？

壬
生
町
は
計
画
の
実
現
に
向
け
た
「
各

事
業
の
達
成
度
の
検
証
」
と
「
達
成

に
向
け
た
改
善
」
を
主
な
目
的
と
し

て
行
政
評
価
を
実
施
し
て
い
る
ん
だ
。

ミ
バ
ル
は
「
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
」
っ
て
言
葉

聞
い
た
こ
と
は
あ
る
か
な
？

う
ー
ん
。
何
か
で
聞
い
た
こ
と
あ
る

け
ど
、
意
味
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
や
ぁ
。

も
っ
と
わ
か
り
や
す
く
教
え
て
よ
。

ミ
バ
ル
は
野
球
や
っ
て
い
る
よ
ね
。

ピ
ッ
チ
ャ
ー
の
ボ
ー
ル
が
う
ま
く
打

て
な
い
時
ど
う
す
る
？

ホ
ー
ム
ラ
ン
打
て
る
よ
う
に
な
り
た

い
か
ら
練
習
し
て
る
よ
。

た
だ
練
習
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い

だ
ろ
。
監
督
や
コ
ー
チ
の
意
見
を
聞

い
て
ボ
ー
ル
を
し
っ
か
り
見
る
よ
う

に
意
識
し
た
り
、
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
フ

ォ
ー
ム
を
変
え
て
み
た
り
、
い
ろ
い

ろ
試
し
て
み
る
よ
ね
。

う
ん
。
こ
の
前
バ
ッ
ト
を
少
し
短
く

持
っ
て
み
た
ら
ヒ
ッ
ト
が
打
て
た
よ
！

そ
う
だ
っ
た
ね
。
一
般
的
に
「
Ｐ
は

計
画
、
Ｄ
は
実
行
、
Ｃ
は
評
価
、
Ａ

は
改
善
」
と
言
わ
れ
て
い
て
、
ミ
バ

ル
が
ヒ
ッ
ト
を
打
て
た
の
は
「
バ
ッ

ト
を
短
く
持
つ
」
と
い
う
改
善
を
し

た
か
ら
な
ん
だ
よ
。

な
る
ほ
ど
！
野
球
に
置
き
か
え
る
と

わ
か
り
や
す
い
ね
。

野
球
に
限
ら
ず
、
日
常
生
活
で
も
み

ん
な
普
通
に
や
っ
て
い
る
こ
と
さ
。

ニ
ン
ジ
ン
嫌
い
の
ミ
バ
ル
が
食
べ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
も
マ
マ
が
小
さ
く
切

っ
た
り
味
付
け
を
変
え
た
り
い
ろ
い
ろ

工
夫
し
て
く
れ
た
か
ら
な
ん
だ
よ
。

ふ
ー
ん
。
「
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
」
っ
て
単
純

だ
け
ど
す
ご
い
ん
だ
ね
。

壬
生
町
の
場
合
は
、
そ
の
「
Ｐ
Ｄ
Ｃ

Ａ
サ
イ
ク
ル
」
を
活
用
し
た
「
事
務

事
業
改
善
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
と
い
う

方
法
を
平
成
18
年
度
か
ら
導
入
し
「
①

成
果
重
視
」
「
②
コ
ス
ト
意
識
」
「
③

町
民
へ
の
的
確
な
情
報
提
供
」
を
常

に
意
識
し
た
事
業
へ
の
取
組
の
実
現

を
目
指
し
て
い
る
ん
だ
よ
。
詳
し
く

は
隣
の
ペ
ー
ジ
の
図
１
を
見
て
ご
ら
ん
。

ふ
ー
ん
。
主
に
実
施
計
画
と
い
う
計

画
に
載
っ
て
い
る
事
業
を
「
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
」

っ
て
い
う
流
れ
に
乗
せ
て
町
の
仕
事

を
動
か
し
て
い
る
ん
だ
ね
。
　
　
　

次
に
、
図
２
を
み
て
ご
ら
ん
。
「
事

務
事
業
改
善
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
の
実

施
に
よ
り
、
「
福
祉
」
「
教
育
」
な

ど
の
取
り
組
み
の
充
実
へ
と
反
映
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

ほ
ん
と
だ
。
ほ
と
ん
ど
が
僕
た
ち
の

生
活
に
密
着
し
た
も
の
だ
ね
。
改
善

改
革
っ
て
と
て
も
大
切
な
ん
だ
ね
。

そ
の
通
り
。
評
価
を
す
る
上
で
大
切

な
の
は
「
常
に
改
善
へ
つ
な
げ
る
こ
と
」

な
の
さ
。

～壬生町で実施している「事務事業改善マネジメント」について紹介します～

大
切
な
の
は
「
改
善
へ
つ
な

が
る
」
評
価
の
実
施

「
計
画
」
と
「
行
政
評
価
」
の

関
係
は
？

「
行
政
評
価
」
っ
て
何
？

「
壬
生
町
第
５
次
総
合

　
　
振
興
計
画
」
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
ま
ち
づ
く
り

ミバリーとミバルは、町の鳥
である「ひばり」をモチーフ
とし、職員のアイデアにより
生まれたキャラクターです。

壬
生
町
で
は
平
成
18
年
度
よ
り
行
政
評
価
を
取
り
入
れ
た
「
事

務
事
業
改
善
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
を
導
入
し
、
町
民
サ
ー
ビ
ス

の
向
上
に
向
け
、
各
種
事
務
事
業
の
改
善
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　
こ
こ
で
は
、
壬
生
町
で
実
施
し
て
い
る
行
政
評
価
に
つ
い

て
改
め
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

ミ
バ
ル
君

ミ
バ
リ
ー

パパ
 教えて!

壬生町の行政評価  Ｑ＆Ａ壬生町の行政評価  Ｑ＆Ａ
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こ
れ
か
ら
も
こ
の
評
価
を
続
け
て
い

れ
ば
安
心
だ
ね
。

ミ
バ
ル
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
ん

だ
よ
。
こ
の
評
価
事
務
そ
の
も
の
が

現
在
「
行
政
内
部
用
の
ツ
ー
ル
」
に

留
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
「
町
民
と

行
政
の
た
め
の
ツ
ー
ル
」
へ
と
改
善

し
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
ん
だ
よ
。

僕
た
ち
も
役
場
の
仕
事
を
評
価
す
る

っ
て
こ
と
？

町
民
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン（
共
同

作
業
）と
い
う
意
味
で
は
そ
れ
も
ひ

と
つ
の
方
法
だ
ね
。
そ
の
前
に
ま
ず

大
切
な
の
は
町
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図１：壬生町における「事務事業改善マネジメント」概要

図２：平成17年度以降の主な事業の改善内容
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テレビについて

ＱＢ－ＣＡＳカードの意味は？
紛失したときはどうするか？

　不正コピーなどを防止するためのものです。
万が一紛失した場合は、お買い求めのお店や
メーカーのお客様相談センターに問い合わせ
てください。（有料で再発行可能）

Ｑ

Ａ

居間のテレビは、デジタルテレビに買い換
えてあるが、家にはその他に古いテレビ（ア
ナログテレビ）が3台ある。チューナーは
何台必要ですか？

　通常の使い方であればアナログテレビある
いはアナログ録画機などそれぞれに、1台づ
つチューナーが必要です。

Ｑデジタルテレビで8チャンネルだけが映り
が悪い。対処方法は？

　UHF電波はVHFに比べ、アンテナの高
さや方向、設置場所によって受信状態がチャ
ンネルによってばらつきます。受信電波が一
定レベルより弱い場合や分配が多くなる場合
は、ブースターをつける等の方法があります。
電器店などにご相談
ください。

Ｑデジタルテレビ、地デジ対応の録画デッキ
の値段はどれくらいからあるか？

　テレビが３万円～、録画機器が4万円～あ
りますが、お店やメーカーによって異なりま
すので販売店などに確認してください。

Ｑデジタルテレビが、
風や雨の強いとき映りが悪いのは？

　アナログ、デジタル共に電波は雨の影響を
受け変動します。アンテナは風によって振れ
が生じ変動します。

Ｑアナログテレビは、どんな古いテレビでも
チューナーを付ければ地デジが見られる
のか？

　テレビに赤白（音声）、黄色（映像）のＲ
ＣＡピン入力端子やＳ端子などのビデオ入力
端子があれば見られます。

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

地デジについて
Ｑ＆ＡＱ＆Ａ

10月に地上デジタル放送に関する説明会を町内8会場で
開催しました。説明会における質疑事項を掲載します。

チューナーについて

Ｑチューナーの値段はいくら位からあるか？

Ａ 　説明会で使っている機種は１万円前後ですが、
最近５千円を切る（税込み）チューナーも出ま
した。機能を確認してからご購入ください。

Ｑ VHSの録画デッキで地デジ放送を録画は
可能か？

　地デジチューナーをつないで、VHSテー
プに録画可能です。しかしハイビジョンでの
録画にはなりません。

Ａ
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Ｑ東京スカイツリーが完成すれば、東京から
電波を拾えるのではないか？

Ａ 　地球が球状であることから、100km先の
300mと600mではあまり変わりません。
600mの高さで80kmが限度です。壬生町は
東京から90kmにありフェージング現象によ
り受信が不安定になります。最寄りの中継局
からの受信をお奨めします。

Ｑ
Ａ

ＶＨＦアンテナなので工事が必要だが、
費用はいくらくらいか？

　全国平均は３万５千円ほど（アンテナ本体
５千円、工事費３万円）ですが、電波環境や
宅内の配線状況で変わります。お店や専門の
電気工事店にご相談ください。

Ｑアンテナ交換事業で付けたアンテナはその
まま使えるか？

　UHFのアナログ放送チャンネル（UHF
帯内での送信チャンネル移動）変更により受
信に影響が出る可能性が想定されたため、関
連の送信局からのUHF受信者に限り対策を
施しました。ほとんどは問題なく受信できま
すが、受信環境の変化によっては別途対応が
必要となる場合があります。

Ｑ八幡山の方角に山林があり、テレビ
の映りが悪い。対処方法は？

　UHFの電波は、ビルや林などの障害物に
より著しく減衰します。また、高さ、位置、
方向によって変化します。電器店などにご相
談ください。

Ａ

Ａ

そ　の　他

Ｑ
Ａ

ＮＴＴのＢフレッツ光テレビが一般放送に
対応するのはいつからか？

　2011年までに対応になるかデジサポでは
わかりません。（NTTにご相談ください）

Ｑケーブルテレビのメリットは？

　アンテナが不用、アナログテレビを見る
のにチューナも不用です。気候、ビル、樹
木、地形などの影響を受けにず安定した受
信が可能です。

Ｑ栃木県は新たな難視地域17千世帯、全国
ワースト一位の新聞報道があった。

　地デジによる新たな難視地域ができますが、
県内で15局以上の中継局を整備します。
　壬生町における中継局の整備はありません
が、壬生町は宇都宮中継局（一部今市中継局）
のカバー範囲にあります。ビル、くぼ地や林
などの影響がなければ概ね受信可能です。
　ブロックなどのノイズが出るなどお困りの
ことがあれば
総務省　地デジ　コールセンター
　０５７０－０７０１０１に連絡してください。

Ａ

Ａ

アンテナについて



睦地区防犯組合による防犯活動

壬生寺保育園の
ハロウィンパーティー

国民健康保険事業の発展に貢献
島田克己さん

18

わたなべ こう  き

しま   だ  かつ  み

　10月30日、栃木県国民健康保険団体連合会理事長表彰式が、
宇都宮市東コミュニティーセンターで行われ、島田克己さん
が表彰を受けられました。
　これは、島田さんの壬生町国民健康保険運営協議会委員と
して、多年にわたり国民健康保険事業の発展に貢献された功
績が認められたものです。

　11月２日、壬生寺保育園（渡邉光喜園長）の園児たちが、
ハロウィンパーティーを行い、手作り衣装で仮装し、お父さん、
お母さんが作ってくれたバスケットを持って町の中を歩きま
した。
　英語クラブで習った「Trick or Treat（おかしをくれなくち
ゃいたずらしちゃうよ）」をひとりずつ元気に言うと、町の方々
からたくさんのお菓子をもらいました。そして最終地点の城

址公園には、魔女やゴースト、パンダちゃんや戦隊ヒーローに扮したお父さんやお母さんたちが、お菓子を持
って待っており、子どもたちは、楽しく、愉快な出迎えにとっても喜んでいました。

　10月11日から20日の10日間にわたり、睦地区防犯組合に
よる連日夜の６時からの巡回広報が行なわれました。その
他にも、10月12日には地元スーパーの駐車場において街頭
広報、14日には防犯診断パトロー
ルが管内で行なわれました。
　また、自治会役員による各自治
会内のパトロールも実施され、防犯
を呼びかけました。
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総務大臣表彰・感謝状を受賞
大　伸一氏・青木莊一氏

あしたの日本を創る運動表彰
睦地区コミュニティ推進協議会

円遊会（高齢者会食会）開催

児童館まつり開催

もり  た  ゆき  お

　11月５日、国立オリンピック記念青少年総合センターで
開催された「平成21年度あしたのまち・くらしづくり全国フ
ォーラム」において、壬生町睦地区コミュニティ推進協議
会（森田幸男会長）が団体の部で会長表彰を受けられました。
　この表彰は睦地区コミュニティ推進協議会の「子どもた
ちの安全・安心は地域で守ろう」という地域活動等が認め
られ贈られたものです。

　11月７日、児童館において毎年恒例の児童館まつりが開
催され、児童館を利用している小学生が参加しました。
　おまつりは、お菓子つりや輪投げ、ダーツなどの５種類
のゲームを３回ずつ行い、その合計の点数を競うもので、
母親クラブや六美南部あけぼの会の協力のもと児童たちは
高得点をねらって、一生懸命、ゲームをこなしていきました。
　最後の表彰式には、入賞者たちにお菓子をつなげて作っ
たネックレスがプレゼントされ、この日は、児童たちにと
って楽しいひとときとなりました。

あお  き しょういちおお   ば  しん いち

　11月３日、選挙制度120周年を記念し、多年民主政治の
確立のために尽くし、または選挙の啓発活動にてい身し、
顕著な功績を挙げられたとして、大　伸一選挙管理委員会
委員長が総務大臣表彰を、また、青木莊一元選挙管理委員
会委員が総務大臣感謝状を受賞されました。

　11月６・13日の２日間、心の豊かさ・暖かいおつきあいをテー
マに、町社会福祉協議会主催による「円遊会」が開催されました。
　これは、地域社会から離れがちなひとり暮らし・高齢者夫
婦世帯の方々に、地域の方や子どもたちとの交流を深めても
らおうと毎年実施しているもので、会場の保健福祉センター
に約130人以上の高齢者が招待され、ボランティアグループ「コ
スモス」「かたつむり」による温かい豚汁を一緒に食べたり
その他「母親クラブ」「ひまわり会」の協力もあり、民話を

聞いたり、余興の大正琴やフラダンスを楽しみました。今年はインフルエンザの影響で壬生東小児童との交流
は合唱と劇をおさめたビデオレター鑑賞となりましたが、参加者たちは楽しいひとときを過ごしました。

高橋悦子理事と森田幸男会長

左から青木氏、大　氏、清水町長



第13回おもちゃフェスティバル開催

おんぶをしながら調理実習
子育て支援センター

プロのバスケットボール選手と交流　壬生北小

栃木県統計大会表彰

粂川博子さん・根本信子さん

ダブル

はら  だ   ゆ    か

　11月８日、おもちゃ博物館で「第13回おもちゃフェステ
ィバル」が開催されました。
　「仮面ライダーＷ」のキャラクターショーでは、子ども
連れの家族で会場はいっぱいになり、子どもたちは大きな
声援を送っていました。
　ショーの後は、博物館前の噴水広場でサイン会・握手会
が行なわれ、その他、らく焼きコーナーやファファ、模擬
店も大勢の親子連れでにぎわいました。

　11月18日、栃木県総合文化センターにおいて第47回栃木
県統計大会が開催され、粂川博子さんが栃木県知事表彰・
根本信子さんが栃木県統計協会名誉会長表彰を受賞されま
した。それぞれ長きにわたり各種統計調査に従事され、統
計調査の発展・推進に多大なる貢献をされています。

ね  もと のぶ   こくめ  かわ ひろ  こ

　元バスケットボール日本代表の原田由花さんを招き、11月20日
に壬生北小学校でトップアスリート派遣指導事業が開かれました。
　これは、日本の一流選手との交流により、より積極的にスポー
ツに親しんでもらうことを目的として行われるものです。
　５・６年生40名が原田さんからバスケットボールの指導を受
けたあと、一緒にミニゲームを行いました。めったにないトッ
プアスリートとの交流の機会に、子どもたちからは「バスケが
もっと好きになった」「将来はプロになりたい」といった声が
聞かれました。

　11月20日、保健福祉センター内の調理室において、乳児の
母親を対象とした、離乳食調理実習教室が行われました。
　これは、離乳食に対する相談が多く、調理実習をしたいと
の要望があったため、大人の食事から取り分けて出来る簡単
離乳食を学びました。
　ご飯から、10倍・７倍・５倍がゆ、軟飯を作り、本などで
は分からない、濃度や、味、舌触りなどを実際に体験し、また、
おかず類は、シチューを味付けする前の野菜を取り出し、月齢に応じた調理法の数々を学びました。参加者か
らは「おんぶをしながらだったら、安心して家事が出来るし育児の幅も広がる」との声が聞こえました。

20
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４年に一度の上田ハンギリ祭開催

海外視察団が下稲葉営農集団を来訪

平成21年度栃木県更生保護事業関係者顕彰式

こ  じま たか  お

　11月23日、上田地区宿坪で４年に一度の秋の豊作を祝うハ
ンギリ祭が行われました。
　この祭りは、ハンギリと呼ばれるタライに似た大きな桶の
中に新米のご飯を入れ、御神酒で練りつけ、磐裂神社に奉納
し五穀豊穣を感謝するお祭です。
　ハンギリが豊作の為、重くて持ち上がらない格好を若衆が
演じて神に見立てた年寄りの助けを借りて持ち上げるユーモ
ラスなやりとりが演じられた後、地区内をもみあいながら担

ぎ回り、時には子どもの健やかな成長を願ってハンギリに乗せていました。また、境内では子ども囃子が祭り
を盛り上げていました。

　11月25日、ケニア・ザンビア・タンザニア・アフガニス
タンからの視察団20名が下稲葉営農集団（小島高雄集団長）
を訪れました。
　視察団の一行は、日本での現地視察先として茂木町等県
内の市町を訪れ、視察の締めくくりとして壬生町を訪れ、
営農集団倉庫で下稲葉営農集団のこれまでの取組や組織の
概要について説明を受けたのち、所有している機械設備、
イチゴ・トマトのビニールハウスなどを視察しました。
　視察団の方々からは、営農集団の組織作りや運営について多くの質問が寄せられ、壬生町の進んだ営農設備
に感心した様子でした。

　11月25日、宇都宮市文化会館において、栃木県更生保護事業関係者顕彰式が開催されました。今年
は更生保護制度が施行されて60年目にあたり、栃木県下の更生保護事業関係者及び民間協力者の功
績をたたえ、更生保護事業関係者士気の高揚と更生保護事業の一層の進展を期して、壬生町では９
名の方々の功績が顕彰されました。
　保護司の方々は、犯罪や非行に陥った人の更生を支援するため、指導、生活相談など社会復帰への
手助けとなる活動をされたことが評価され表彰を受けました。
　更生保護女性会員の方々は、「社会を明るくする運動」などの更生保護活動が、また民間協力者の
方は協力雇用主としての活動が評価され感謝状が送られました。

下野保護区

下野保護区

下野保護区

下野保護区

杉本 清　橋本 木三郎

早乙女 幸一

大関 和夫

網野 好子　早乙女 勇一

全国保護司連盟会長表彰

関東地方更生保護委員会委員長表彰

関東地方保護司連盟会長表彰

栃木県保護司連合会会長表彰

宇都宮保護観察所長感謝状 

更生保護女性会員　　岩　静江　岩田 清子

民間協力者　　株式会社北研　代表取締役社長　内堀 俊幸

すぎもと きよし

   そうとめ      こう いち

おおぜき   かず  お

あみ  の    よし  こ

はしもと　 き  さぶ ろう

          そうとめ      ゆういち

いわさきしず   え いわ  た    きよ  こ

うち ぼり   としゆき

左から早乙女勇一さん、早乙女幸一さん、橋本さん、杉本さん、
大関さん、網野さん （敬称略）
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で
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、
壬
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は
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ま
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男子ダブルス混合ダブルス女子ダブルス

動物（哺乳類・鳥類・は虫類）を購入するときは、 

ここをチェック！！

□標識や名札（識別票）はありますか？
　都道府県知事等の登録を受けている業者は、登録番号などを記した標識を掲示しています。

□幼すぎる動物が売られていませんか？
　離乳前の幼すぎる動物は販売してはいけません。また、犬や猫などの社会化が必要な動
物は、その期間、親兄弟と一緒にしておかなくてはなりません。

□購入する前に説明はありましたか？
　販売者は、販売する前に購入者に対し、動物の健康状態やワクチン接種の有無、病歴、
飼い方、標準的な大きさなどの説明をしなくてはなりません。

□誤解を与えるような広告はされていませんか？
　販売者は、購入者に誤解を与えることがないよう、幼いときの愛らしさやその動物が本
来やらない行動、事実に反した飼いやすさなどを過度に強調してはなりません。

□犬や猫の飼い方等の相談窓口
　栃木県動物愛護指導センター　　　028-684-5458　ＵＲＬ http://www.tochigi-douai.net/

□犬の登録及び狂犬病予防注射についての問合せ先
　町民生部保険環境課環境保全係　　81-1834

動物を購入するその前に…
動物取扱業について知っていますか？

動物を入手する方法はいろいろありますが、ペットショップやブリーダー
など、動物取扱業から購入するときは、ちゃんとした業者か確認しましょう。

　平成18年６月１日に「動物の愛護及び管理に関する法律」が施行され、哺乳類・鳥類・は
虫類を扱い動物取扱業を営む方は、「登録」を受けていなければ、営業はできなくなりました。




